
ご結婚された方へ 
このたびはご結婚おめでとうございます。 

婚姻に関し、次のような諸手続きがありますので、お早めに窓口でお手続ください。 

なお、婚姻により転居・転出等される方は、別途窓口でのお手続きが必要です。 

以下の手続きは、該当する方のみ必要です。 

チェック欄 手続き 持参頂くもの 

□マイナンバーカード

または住基カードを

お持ちの方 

婚姻に伴い氏名または住所が変更になる場合は、氏名

（住所）等変更の手続きが必要です。 

マイナンバーカード 

住基カード 

 

□社会保険・共済保険 

 に加入している方 

事業所で変更手続きをしてください。（事業所に必要書類

をご確認ください。） 

－ 

□国民健康保険に加入

している方 

新しい保険証を発行します。 

 

－ 

 

□児童手当 婚姻に伴い氏名または受給者が変更となる場合は、氏名

（住所）等変更の手続きが必要です。 

※公務員の方は勤務先で手続きをしてください。 

振込先の通帳（申請者） 

健康保険証 

お問合せ先：住民課 ７６－２２１３ 

 

□子ども等医療費受給

資格証 

 

婚姻に伴い氏名または受給者が変更となる場合は、内容

変更の手続きが必要です。 

健康保険証（お子様） 

□その他保健関係の 

手続きについて 

乳幼児健診、予防接種など、その他保健関連の制度を利用

している方は、保健福祉課へご相談ください。 

－ 

お問合せ先：保健福祉課 ７２－１７７０ 

 

□福祉医療証 氏名変更の手続きが必要です。 福祉医療証 

□身体障がい者手帳を 

お持ちの方 

氏名変更の手続きが必要です。 身体障がい者手帳 

□その他福祉関係の 

手続きについて 

児童扶養手当（母子手当・父子手当）、特別児童扶養手当、

療育手帳、自立支援制度、特定疾患、精神障がい者保健な

ど、その他福祉関連の制度を利用している方は、福祉事務

所へご相談ください。 

各種手帳 

各種証書 

お問合せ先：福祉事務所７２－１７７３ 

 

□町営住宅 町営住宅へ入居している方は、建設課へお問い合わせ下

さい。 

－ 

お問合せ先：建設課 ７6－3942  


